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中
国
通
商
銀
行
の

設
立
と

香
港
上

海
銀
行

(

T
F
e

〓
O
n
g

訂
n
粥

a
n
d

S
h
a
n

瞥
a

小

B
a
コ

打
)

-
一

八

九

六

年
､

盛

宜

懐
の

設
立

案
を

め

ぐ
っ

て

-

序

-
時
代
背
景

中

国
近

代
経

済
史
を
そ

の

国

際

的

契
機
に

お

い

て

見
る

と

き
､

第
一

次

鶴
片
戦
争
後
の

南
京
条
約
か

ら
一

八
六

〇

年
の

北

京

条
約

に

至
る

時
期

を

第
一

の

開

港
期
と

す
れ

ば
､

一

八

九

四

年
の

日

清

戦
争
か

ら
一

九

〇

〇

年
の

義
和
団
の

乱
を

経
て

､

′一

九

〇
二

年
の

英
清
通

商
条
約
(

マ

ッ

ケ

一

条
約
)

に

至
る

時

期
ほ

､

第
二

の

開

港
期
と

見
徹
す
こ

と

が

で

き

よ
.
う

｡

こ

の

中
国

開
港
の

第
二

期
に

は
､

｢

門
戸
開

放
+

と

｢

勢
力

圏

獲

得
+

と

に

表

わ

さ

れ

る
､

日

本

も

加
わ

っ

た

列

国
問
の

利
権
獲
得

競
争
が

展
開
さ

れ

た
｡

そ

こ

で

は

鉄
道

投
資

､

対

政

府
借
款
を

始

め

と

す

る

大

規
模
な

国
策
的
投

資
活

動
が

進
め

ら
れ

､

そ

の

先

頭

に

列
国
銀
行
団
が

立
っ

て

い

た
｡

第
二

の

開
港
が

資
本
投
下
と

利

寸

秒
一

†

ト

浜

下

.
武

志

権
獲
得
と

を

目

標
と

し
､

そ

れ

ら

が

通

貨
･

財
政

問
題

な

ど

清
朝

政
府
の

施
策
そ

の

も

の

に

直
接
係
わ
っ

て

行
な

わ

れ

た

と
こ

ろ
に

､

貿
易

拡
大
を

狙
い

と

し

た

第
一

の

開
港

期
と

は

質
的
に

異
な

る

内

(

1
)

容
を

持
っ

て

い

た
｡

こ

の

時
期
の

対

外

経
済
関
係
の

特
徴
は

､

川

対

中

国

貿
易
に

お

け
る

イ

ギ

リ

ス

の

独

占
的
地

位
の

後
退

､

㈲

鉄
道
及
び

鉱
工

業
投

資
､

対

中
国

政

府
借

款
の

増
大

､

㈲

銀

価
下

落
の

中
国

財
政
に

対

す
る

影
響
の

顕
在
化

､

の

三

点
に

ま

と

め

ら

れ

る
｡

一
山

貿
易
に

つ

き
､

ま

ず
輸
入
で

は

綿
製
品
が

増
大
し

鵠
片
を

凌
駕
す
る
｡

国

別
構
成
此
ほ

綿
布
に

つ

き

ア

メ

リ

カ

の

増
大

､

棉

糸
は

イ

ン

ド
､

日

本
の

急

速

な

増
大

が

あ

る
｡

輸
出
で

は
､

生

糸
･

絹
織
物
の

増
加

､

茶
の

市
場
変
化

(

ア

メ

リ

カ
ヘ

の

日

本
茶

､

†

,〟

島

ト

4

址
町

.
ち

垂卓∂
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血

甥

1

イ

ギ

リ

ス

へ

の

イ

ン

ド
･

セ

イ
ロ

ン

茶
の

増
大
)

､

中

国

産

大

豆

類
等
凍
貸
の

ア

ジ

ア

諸

国
向

け

輸
出
の

増
大
が

見
ら

れ

る
｡

中

国

の

対

外

貿

易

は

総
じ

て
､

イ

ギ

リ

ス

の

独

占
の

崩

壊
=

ア

メ

リ

カ
･

イ

ン

ド
･

日

本
の

進

出
､

ア

ジ

ア

域
内

貿
易
の

増
大
が

あ
っ

(

2
)

た
｡

後
述

す
る

如
く

､

こ

れ

ら

の

貿
易
関

係
の

変
化
を

背
景
に

､

貿
易
金

融
が

外

国

銀
行
に

独

占
さ

れ

て

い

る

こ

と

に

対

し
て

､

中

国
資
本
に

よ

る

為
替
銀
行
の

設
立
が

企
図

さ

れ

る

こ

と

と

な

る
｡

他

日

清
戦
争
の

後
､

上

海
に

お

い

て

外

国
企

業
を

中
心

に

全

般
的

投
資
ブ

ー

ム

が

発
生

し
た

｡

そ

れ

は

ま

ず
株
式

投
資
の

増
大

と

し

て

現

わ

れ

た
｡

即
ち

､

銀

行
･

航
運

･

ド

γ

ク
㌧

保
険

･

倉

庫
･

鉱
山
･

製
造

業
(

下

関

条
約
で

工

業
企

業
権
が

諸

外
国
に

与
え

ら
れ

た

た

め
工

場

建
設
が

促
進
さ

れ
､

イ

ギ

リ

ス

系
紡
績
工

場
が

(

3
)

設

立
さ

れ

た
)

･

公

共

事
業

･

不

動
産
に

及
び

､

そ

の

う
ち

銀

行
･

鉱
山
･

不

動
産
関
係
会

社
の

人

気
ほ

高
く

､

一

八

九
七

年
末
に

香

港
上

海
銀

行
の

株
価
ほ

一

七

六

%
の

プ

レ

ミ

ア
ム

を

記
録
し

た
｡

ま

た

こ

れ

ら

の

株
式

投
資
に
■
は

多
く
の

中
国

人

株
主
が

加
わ
っ

て

(

4
)

お

り
､

盛

宣

懐
が

中

国
通

商
銀

行
の

設
立

に

当

り
､

中

国
人

商
人

か

ら
の

秩
式
募
集
が

可

能
で

あ

る

と

判

断
し

た

理

由
も

､

こ

の

状

況
を

反

映

し
て

い

る
｡

株
式

投

資
の

他
に

､

社

債
､

公

債
へ

の

投

資
も

活

発
に

な

さ

れ
､

対

中
国
政

府
借
款
も

､

一

部
は

上

海
で

募
集

,
､

叫
一

1

さ

れ

て

い

る
｡

こ

れ

ら
の

投
資
活
動
を

積
極
的
に

促
進

す
る

役
割

を

担
っ

た

も

の

が
､

一

九

世

紀
末
に

中

国
に

進
出
し
た

一

連
の

植

民

地

銀

行
で

あ
っ

た
｡

一

九

世

紀
中
葉
か

ら

既
に

基

盤
を

築
い

て

い

た

H
O

n

羽

打

O

n
粥

p

n
d

S

F

p

n
叩
F

巴

出
p

n
打

や

C
F
p
l

t

e
r

邑
出
甲
口

打

O
f

I

n

d
-

p
-

A
亡
S

t

r

巴
訂
r

p

ロ

d

C
F

ぎ
P

な

ど

の

イ

ギ

リ

ス

系
銀

行

の

他
に

､

一

八

八

九

年

U
e

已
∽

各
･

A
∽
-

邑
i

罵
F
の

出
巴

-

F

一

八

九
一

年

田
p

ロ

打

○
≠

C
F

F
ヂ

+

す
勺

p

ロ
ー

p

ロ

d

t

F
の

S
t

l

巴
t
s

-

｢
t

d

:

宅
苧

t
小

O

n

巴

切
p

n
打

O
f

C
F

F
p

､

｢
t

d
･

(

共
に

イ

ギ

リ

ス

系
)

､

一

八

九

二

年
横

浜
正

金

銀
行

､

一

八

九
六

年

河

岳
岩
･

C

E
ロ
e
∽

e

班
p

ロ
打

-

一

八

九

八

年

出

き
訂
F

p

ロ
d

C

E
n
e

冨

C
0
1

p
0
1

p
t
i

O

n

(

-

買
巴
n

e

宣
p
t

F
e
s

O

n

紆

C
O
●

と

H
O

n

g

打
○

口
内

p

ロ
d

S

F

p

ロ
叩
F

已

出
p

n
打

の

共

同
出

資
に

な

る

投

資

会

社
)

､

一

八

九

九

年

出
P

ロ

β

∈
O

d
e

-
.

H

n

d

?
C
F

呂
.

e
-

一

九

〇
二

年

I

n
t

e
r

n

p
t
-

○

ロ

巴

出
p

n

打

F
粥

C
0
1
･

･

p
O

邑
-

O

n

(

ア

メ

リ

カ
)

､

申
P

n

実
の

切
e

官
勺
○

弓
-

岳
t

岩
n

鷲
♪

一

九

〇
三

年

Z
e

t

F
e

r
】

巴
】

d

T

;
d

ど
粥

S

O
C

訂
t

y

な

ど
､

各
国
の

国

益
を

代

表
す
る

銀

行
が

相

継
い

で

中

国
に

進
出
し

た
｡

そ

し
て

こ

れ

ら

の

銀

行
が

清

朝
政

府
に

借
款
を

供

与

し
､

ま

た

賠
償
金
の

受
取

り
を

仲

介
し

た
｡

こ

の

時
期
の

清
朝
政

府
の

対

外
借
款
に

つ

い

て

は
､

一

八

九

四

年
に

戦
争
借
款
計

六

六

四

万
ポ

ン

ド
､

対
日

賠
償
金
の

た

め
､

一

八

九
五

年
の

露
仏
借
款

･

英
独

借

款
､

一

八

幽
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九

八

年
の

第
二

次

英
独

借
款
の

計
四

､

二

八

〇

万
ボ

ン

ド

が

あ

る
｡

そ

の

後
一

九
〇

一

軒
に

義
和
団

賠
償
金

四

億
五

千

万

両

(

約
六

､

七

五

〇
万

ポ

ン

ド
)

が

付

加
さ

れ

た
｡

以

後
､

数
字
上
の

各

年
返

済
額
は

歳
入

額
(

約
一

億
両
)

の

半

額
に

も

及

ぶ
｡

こ

の

個

鉄

道
･

鉱
山
の

借
款
ほ

一

､

三

〇

〇

万
ポ

ン

ド

以

上

に

の

ぼ

り
､

従

来
ま
で

返

済
に

充

当
し
て

き

た

海
関
税
で

は

ま
か

な
い

き
れ

ず
､

借

款
返

済
の

た

め
の

借
款
が

繰
り

返
さ

れ

た
｡

㈲

こ

れ

ら
の

変
化
を

直
接

､

間

接
に

も

た

ら

し
､

か

つ

促
進

し
た

事
態
に

､

銀
の

金

価
格
(

銀
価
)

下

落
が

あ
っ

た
｡

こ

れ

は

ナ
ー

ル

比

例
的
に

上

海
の

銀

両

為
替
相
場
の

下

落
を

も
,

た

ら

七
､

一

八

九
二

年
か

ら

十

年
間
の

変
動

幅
を

み

る

と
､

一

上

海
両

が

山

S
.

ロ
･

か
N

h

d
･

か

ら
N

切
･

叫

d
･

ま
で

三

四
･

九
%

下

落
し
て

い

る
｡

こ

れ

が

も
た

ら

し
た

影
響
に

関
す
る

評

価
は

､

銀

貨
圏
か

ら

金

貨
困

へ

の

輸

出

促
進

､

輸
入

制
限
の

役
割
を

は

た

す
と

い

う

基

本

認

識

(

5
)

が

あ
っ

た

が
､

こ

の

貿
易
金

融
へ

の

影

響
の

み

な

ら

ず
､

ア

ジ

タ

銀

貨
圏
へ

の

投

資
を

促
進
さ

せ

る

要
因
と

な

り
､

更
に

､

イ

ン

ド

に

お

け
る

一

八

九
三

年
の

銀

貨
自
由
鋳
造

停
止

か

ら
一

八

九

九

年

の

金

貨
本

位
制
の

採
用

､

日

本
の

金

本

位
制
路
用

な

ど
､

ア

ジ

ア

の

銀

貨
国
の

対

応
に

よ

り
､

中

国
に

そ

の

影

響
が

集
中
し
た

｡

即

ち
､

銀

価
下

落
の

下

で

多
額
の

賠
償
金
や

外

債
を

金

建
で

返

済
す

′

†

紳
､
.

†

ト

る

こ

と

は
､

恰
も

イ

ン

ド

政

府

が

｢

本

国

費
+

試
O

m
e

C

訂
ぷ
e
四

.

脚J
T

を

金

建
で

支

払
わ

ね

ば

な

ら
ぬ

た

め
､

銀
価
の

下

落
に

伴
な

う
ル

ビ

ー

為
替
の

下

落
が

イ

ン

ド

政

府
の

財
政

負
担

を

増
大
さ

せ

た

事

態
と

同

様
な

状
況
に

清
朝
政

府
が

置
か

れ

た

た

め
で

あ

る
｡

し

か

も
､

主
要
な

財
源
で

あ
っ

た

海
関

税
も

､

借
款
の

担
保
及
び

返
済

源
と

し
て

の

機
能
を

一

層

強
め

､

又

大

量
の

銀

流
入

は
､

一

層
の

銀
両

為
替
価
値
下

落
と
+

国
内

銀

流

通
に

お

け
る

銀

燭
銭
貴
現

象

に

よ

る

通

貨
混

乱
と

を

も

た

ら

し
た

｡

当

時
中
国
の

識
者
が

｢

暗

中
来
所
(

知
ら

ぬ

間
に

損
失

を

被
る
)

+

と

憂

え

た

銀

価
下

落
の

影
響
は

以

上
の

如
き

内
容
を

持
っ

て

い

た
｡

こ

の

よ

う
な

状
況
に

迫
ら
れ

､

そ

れ
へ

の

対

応
策
と

し

て

多
く

の

論
者
が

主

張
し

た

経
済

政

策
は

､

外

債
に

代
り

内

債
(

昭

信
股

票
)

発
行
に

よ

る

資
金

確

保
､

幣
制
改

革
､

銀

行

設
立

､

商
戟
n

実
業
振
興
の

断
行

､

で

あ
っ

た
｡

そ

し

て

こ

れ

ら

の

各
日
模
を

包

括
し

た

対

応
策
と

し
て

､

以

下
に

見
る
一

八

九
七

年
盛
宜

優
に

よ

る

中

国

通

商
銀

行

設
立

が

あ
っ

た
｡

一

課

題
設
定
と

問
題
の

限
定

中
国
通

商
銀

行
は

､

清
朝

政

府
の

許
可
の

下
に

盛
宜

懐
に

よ
っ

て

設

立
さ

れ
､

一

八

九

七

年
四

月
に

上

海
で

開
業
し
た

｡

香

港
上

ト

l

乱
【

.
1
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､
も

.

叫
.

海
銀
行
の

規
約
を

全

面

的
に

採
用

し
､

同

行
か

ら

A
‖

W
‖

メ

イ

ト

ラ

ン

ド

を

傭
僻
し
た

中

国
に

お

け
る

最
初
の

有
限

組

織
の

銀

行

と

し
て

出
発
し

た
｡

以

降
､

義
和
団
の

乱
､

辛
亥
革

命
､

第
一

次

大
戦

､

日

中

戦

争
､

内
戦
な

ど

幾
つ

か

の

転
機
を

娃
な

が

ら
､

寧

波
系
銀

行
の

一

つ

と

し
て

､

中
国
に

進
出
し

た

外

国
諸

銀

行
と

中

国
銭
荘
業
と
の

両

者
に

信
用
を

博
し

､

中
国

銀

行
業
史
上

特
異
な

地

位
を

形

作
る

こ

と

と
な

る
｡

中
華

人

民

共

和
国
成
立

後
ほ

､

公

私

合

営
連
合
善
事
会

･

連
合

絵
管
理

処
に

一

九
五

一

年
五

月
に

改

組
(

新

嘗
銀
行
主
宰
)

さ

れ
､

現
在
に

至
っ

て

い

る
｡

こ

の

中

国

通

商
銀

行
史
と

り

わ

け
そ

の

設
立
過

程
の

検
討
に

当
っ

て

は
､

従

来
の

研

究
史
と

も

係
わ
っ

て

次
の

四

項
に

亙

る

課
題
が

あ

る
｡

第
一

は
､

｢

西

洋
式
近

代
銀

行
の

囁
失
+

或
い

は

｢

中

央
銀

行

の

先

鞭
+

と

い

う
観
点
か

ら
一

九

〇
六

年
の

戸
部
銀
行
の

前
史
と

(

6
)

し

て

位
置
付

け
る

分

析
の

再
検

討
で

あ
る

｡

盛
宜

懐
と

共
に

実
業

振

興

を

推
進
し
た

湖
広

総
督
張
之
洞
が

､

西

国
銀

行
官
関
南
開
判
然

､

不

同
其
章
程

｡

…

…

此

次
庶
擬

章
程
不

官
不

商
､

亦
官
亦

商
｡

不

中
不

西
､

亦
中

亦
酉

､

利

(

7
)

弊
殊
難
詳
審

｡

と

指
摘
す

る

如
く

､

中

国

通

商
銀
行
ほ

､

西

欧
に

お

い

て

国
立

銀

行
と

民

間
銀

行
と

の

区

別
が

裁
然
と

し
て

い

る

点
と

は

異
な

り
､

し

一

哺
一

両
者
の

区

別

或
い

は

中
国
方

式
と

西

欧

方
式
と
の

区

別
が

判
然
と

せ

ず
､

い

ず
れ

か
一

方

に

律
し

切
る

こ

上

は

不

可

能
で

あ

る

と
い

う
通

商
銀

行

個
有
の

性
格
を

持
っ

て

い

た
｡

従
っ

て
､

こ

れ

ら

両

側
面
の

融
合
の

内

容
如
何

と

い

う
観
点
か

ら
の

検
討
こ

そ

が
､

当

該
銀
行

白
身

､

更
に

は

日

清
戦
争
以

後
の

上

海
金

融
資
本
の

特
徴

を

明

ら
か

に

す
る

積

極
的
手

掛
り

を

与

え
る

も
の

で

あ

ろ

う
｡

第
二

ほ
､

中

国
通

商
銀
行

を
､

盛

宜

懐
が

推
進

し
た

官
督
南
新

企
業
(

輪
船
招
商
局

､

電
報
総
局

､

葦
盛

紡
紗
総
局
)

の

一

つ

と

(

8
)

し
て

位
置
付
け

る

諸

研

究
の

再

検
討
で

あ
る

｡

清
兼
官
僚
の

企

業

経

営
の

検
討
は

､

こ

れ

を

当

時
の

実
業
振
興
を

規
定
し

て

い

た

国

際

的

国
内

的
条

件
全

体
の

中
に

位
置
付

け
て

み

る

と
､

な
か

で

も

銀
行
は

民

間
も

含
め
た

他
の

詔

企

業
に

対

し
て

統
括
的

影
響
力
を

行
使
す
る

位
置
に

あ
っ

た

の

み

な

ら

ず
､

､
政

府
の

財
政

金

融
策
に

深
く

係
わ

ら

ざ

る

を

え

な
か

っ

た

こ

と

が

取

ら
か

に

な

る
｡

そ

こ

で

ほ

お

の

ず
か

ら

洋

務
派
の

企

業
経

営
と
は

異
な

る

歴

史
状

況
=

上

海
金

融
資
本
の

新
展
開

､

が

あ
っ

た

ー
二

亨
え

よ

う
｡

第
三

は
､

銀

行
設

立
の

歴
史
的

動
機
が

銀

価
下

落
と
い

う

事
態

に

よ
っ

て

与

え
ら

れ

て

お

り
､

銀

行
設
立

が

借
款
並
び

に

賠
償
金

の

実
質
的

増
大
の

回

避
と

幣
制
改

革
と

に

向

け
た

歴

史
的

契
機
を

成
し

た

と
い

う
歴
史
的

展
望
に

立
っ

た

観
点

か

ら

の

検
討
の

必

要

鋭
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性
で

あ

る
｡

即

ち
､

中

国
通

商
銀

行
の

設

立

及
び

そ

れ

を

め

ぐ
る

議
論
ほ

､

一

八

七

〇

年
代
か

ら

始
ま
る

銀

価
下

落
が

ア

ジ

ア

銀

貨

圏
に

及
ぼ

し

た

影
響
の
一

つ

の

帰
結
で

あ

り
､

同

時
に

一

九
三

〇

年
代
中

葉
の

中

国
幣
制
改

革
に

向

け
た

出
発
点
と

し

て

の

意
義
を

持
っ

■
て

い

る

と

い

う
こ

と

で

あ

る
｡

第
四

は
､

ヰ

国
通

商
銀
行

が

香
港
上

海
銀
行
に

則
り

設

立
､

運

営
さ

れ

た
こ

と
よ

り
､

同

行
の

歴
史
が

香
港
上

海
銀

行
の

裏
面

史

を

形
成

し
て

い

る

と
い

う
観
点
か

ら

の

検
討
で

あ
る

｡

盛

宣

懐
が

総
理

衝
門
の

批
判
に

対

し
て

も
ー

賞
し

て

香
港
上

海
銀

行
に

依

拠

す

る

と

主

張
し

､

設
立
が

実
現
し

た

と
こ

ろ
に

､

香
港
上

海
銀
行

が

清

朝
政

府
に

対

し
て

､

並
び

に

各
開
港
場
に

お

い

て

持
つ

影

響

力
の

大
き

さ

を

見
る

こ

と

が

で

き

よ

う
｡

更
に

こ

の

こ

と

は
､

同

行
が

他
の

植
民

地

銀

行
と

異
な

り
､

植
民

地

香
港
を

拠
点
に

活

動

し
た

植
民

地

銀

行
の

一

典
型

で

あ

る

こ

と

を

開
明

す
る

上
で

､

中

国
通

商
銀

行
史
は

不

可

欠
の

研

究
対

象
で

あ

る

と

考
え
ら

れ

る
｡

以
上

に

述
べ

た

如
く

､

中
国
近

代
経

済

史
を

形
成

し
た

国

際
的

契
機
に

着
目

し
､

貿
易
金
融
並

び

に

通

貨
財
政

史
上
の

主

要
課

題

相
互

間
の

結
節
点
の

一

つ

に

中
国
通

商
銀

行
史
を

捉
え

ん

と

す

る

の

が

筆
者
の

問
題
関
心

で

あ

る

が
､

本
稿
で

ほ

こ

の

検
討
の

出
発

点
に

相
当

す
る

中
国
通

商
銀

行
の

設

立
過

濯
の

み

を

検
討
す
る

｡

一

八

九
六

-
九
八

年
に

亙
る

中
国

通

商
銀

行
の

設

立

過

程
ほ

次

㍊
′

4

の

三

期
に

区

分
さ

れ

る
｡

第
一

期
は

一

八

九

六

年
九

月
か

ら
一

二

月
迄
の

時
期
で

､

盛

宜

懐
の

設

立

案
が

上

奏
さ

れ
､

基

本
的

準
備

が

進
む

｡

第
二

期
は

翌

年
一

月
か

ら

四

月

ま
で

に

亙

る

銀
行
批

判
､

中
止

要
請
と

盛
の

反

論
と

が

交
錯
す

る

時
期
で

あ
り

､

第
三

期
ほ

四

月

末
の

開
業
か

ら

翌

年
四

月
ま

で
一

年
間
の

試
行
錯
誤
の

過

超

で

あ

る
｡

但
し

本
稿
で

は
､

第
二

期
の

初
め
ま

で

を

扱
い

､

香
港

上

海
銀
行
の

定

款
と
の

比

較
を

中
心

と

し
た

い
｡

〓

盛

宜

懐
｢

保
陳
自
強
大

計

摺
+

､

｢

請
設

銀

行

片
+

日

清

戦
争
敗
北

直
後
の

一

八

九
五

年
七

月
二

一

日

(

光

緒
ニ

ー

年
閏
五

月
二

七

日
)

､

光

緒
帝
は

各
省
将
軍

､

督
撫
に

変
法

自
強

を

実
現

す
る

方

策
の

建
言

を

求

め
た

｡

上

論
は

､

自
来
求
治

之
道

､

必
嘗
因
時
制
宜

｡

況
富
国
事
難
難

､

尤
應

上

下
一

心
､

固

自
強
両
群
鍋
患

｡

…

…

如
値

域
路

､

錯
砂

幣
､

造
機
器

､

開

各

横
､

折
南
漕

､

減
兵
額

､

創
郵

政
､

練
陸

軍
､

整
海
軍

､

立

草

堂
､

大

約
以

筆
餉
練
兵
鳥
急
務

､

以

他

商
志

(

9
)

エ

島
本

渡
､

此

應
及

時
撃
斯

｡

と

あ

り
､

鉄
道

建
設

､

幣
制
か

ら

軍
事

､

教
育
に

及

ぶ

国
政

全

般

に

亙
っ

て

お

り
､

ま
た

､

仙
南
恵
工

為
本

源
の

一

句
に

見
ら
れ

る

〆

-

▲
叩

.

ト

一

山
町

与
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Y

-

血
り

一

→

と

お

り
､

こ

の

時
耕
を

前
後
し
て

清
朝
の

商
業
政

策
は

形
式
的
に

ほ

伝

統
的
抑
商
か

ら

保
商

(

他
商
)

へ

と

転
換
す

る

こ

と

が

示

さ

れ

る
｡

こ

れ

は
一

八

六

〇

年
代

以

来
の

洋
務

運
動
期
に

な
さ

れ

た
､

官
僚
の

貨
殖
の

た

め

の

企

業
経

営
で

は

対

応
で

き
ぬ

状

況
が

出
現

し
た

か

ら
で

あ
る

｡

そ

こ

に

於
け

る

状
況

認

識
は

､

近
白

輿
泰
西

各
国
通

商
以

来
､

利

源
日

澗
､

一

商

務
日

壊
｡

…

…

泰
西

各
国
以

富

強
慮
首
務

､

或
専

琴
商

部
大

臣
､

其

他

(

∽
)

公

司

商
合
陸
地

経
営

､

不

達
余
力

｡

と

あ

る

よ

う
に

､

西

欧
と

の

通

商
開

始
後
か

ら

中

国
の

富
が

洗
出

し

商
業
が

破

壊
さ

れ

た
､

と

捉
え

､

西

欧
の

富
強
の

原
因
が

､

上

下
一

体
と

な
っ

た

商
業
政

策
の

推
進
に

あ

る

と

見
倣
し

て

い

る
｡

こ

れ

ら
対

外
経
済
関
係
に

対

す
る

危
機
感
に

基
づ

き

多
く
の

変
法

自
強

策
が

主

張
さ

れ
､

そ

の

中

に
､

輪
船
招
商
局
並

び

に

電
報
総

局

督
雛

､

天

津
海
関
道
兼
津
海
関
監

督
､

四

晶
京

堂

盛
宜

優
に

よ

る

｢

保
陳
自
強
大
計

摺
+

及
び

｢

請
設
銀

行

片
+

が
一

八

九

六

年

(

1 1
)

一

一

月
一

日

(

光
緒
二

二

年
九

月
二

六

日
)

に

上

奏
さ

れ

た
｡

前
者
に

お

い

て

彼
は

､

練
兵

､

理

財
､

育
才
三

項
の

改
革

を

唱

え

た
｡

理

財
の

項
で

ほ
､

鉄
道

建

設

の

促

進
､

園

汰
(

貨

幣

制

度
)

改

革
の

提
案
と

共
に

､

西
入

来
挙
国
之

財
､

鳥
通
商
志
工

之

本
｡

綜
其
棺
紐

､

皆
在

封

り

ト

ぺ

_
町

一

†

銀
行

｡

中
国
盛

宜
彷
辞

､

母

任
洋

人

銀
行
専
我
大

利
｡

中
国

銀
行
眈
立

､

使
大

信
字
於
商
民

､

泉
府

因
通
而
不

窮
､

彷
借

ポ
ン

ド

国
債
可

代
洋

債
､

不

受
重

息

之
挟
制

､

不

喫

密

偵
之

厨
折

｡

と

述
べ

､

西

欧
で

は

通

商
恵
エ

の

枢
要
を

銀
行
が

占
め

て

お

り
､

中

国
も
こ

れ

に

倣
い

､

こ

れ

以
上

外

国
銀

行
に

中
国
の

利
を

独

占

さ

せ

て

ほ

な

ら

な
い

と

断
じ
た

｡

銀
行

が

商
民
か

ら

信
用
を

得
た

な

ら

ば
､

貨
幣
流
通

は

円

滑
と

な

り
､

外
債
に

代

え
て

内

債
を

募

る

こ

と
が

で

き
る

か

ら
､

巨

額
な

利
息

負
担
や

金

価
上

昇
に

よ

る

損
失
を

免
が

れ

る
､

と

利
点

を

説
い

て

い

る
｡

加

え

て

彼
は

｢

請

設
銀

行
片
+

に

お

い

て

銀
行
設

立
の

具

体
的

な

構
想
を

示
し

た
｡

彼
は

ま

ず
､

多
く
の

論
者
の

銀

行
設

立

案
は

西
欧
の

国
立

銀

行
を

導
入

し

ょ

う
と

し
て

い

る

が
､

し
か

し

銀

行
ほ

商
人
の

問
題
で

あ

(

u
)

る

と

反

駁
し

た
｡

銀

行
の

内

容
は

､

各
省
の

公

正

殿
実

な

紳
商
を

選
び

糸
童
(

取

締
役
)

と

し
､

株
式
を

発
行
し
て

中
国

商
人
か

ら

五

百

万

両
の

資
本

金
を

集
め

､

北

京
･

上

海
に

中
国

銀

行
を

置
く

､

と

い

う
も
の

で

あ
る

｡

そ

し

て
､

卑
(

広
東
)

･

関
(

福
州
)

･

漸

(

寧

波
)

･

濾
(

上

海
)

･

江

漢
(

浜
口
)

の

各
港

関

宮

銀

号

〔

海

関
に

附
設
さ

れ

徴
税
の

集
金

面
を

担
当

す
る

半
官
半
民

組

敵
〕

を

(

u
)

経

営
す
る

厳
信
厚
に

大
局
を

統
轄
さ

せ
､

準
豊
銀

行
(

香
港
上

海

銀
行
)

の

規
則
に

準

拠
し
て

璽
止

し
､

人

事
や

経

営
も

涯
豊

銀

行

蛸
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の

や

り

方
に

則
る

､

と

民

間
銀

行
の

範
を

､

中

国
に

お

け
る

最
大

の

外

国
銀

行
で

あ

る

香
港
上

海
銀

行
に

求
め

た
｡

更
に

､

銀

行
が

テ

ー

ル

一

両
の

重

量
の

銀

貨
を

鋳
造

す
る

こ

と

も

提
案
し

た
｡

一

層
具

体

的
に

は

｢

銀
行

大

概

章
程
+

で

示

さ

れ

る

の

で

あ

る

が

(

第
三

節
に

後
述
)

､

こ

こ

で

既
に

､

共
に

一

八

六

〇

年
代
以

降
に

形
作
ら
れ

た

海
関

銀
号

と

香
港
上

海
銀
行
と
い

う
内

外
の

金

融
機
関
に

関

連
付

け
て

銀
行
を

構
想
し
て

い

る

点
､

更
に

､

大
量

に

流
通

す
る

外

国
銀

貨
(

ド

ル

貸
)

の

模
造
で

は

な

く
､

銭
荘
の

決

算
単

位
と

し
て

の

銀
両

(

当
時

一

両
は

約
一

･

四

ド

ル
)

､
の

貨

幣
を

鋳
造

し
て

上

海
金

融
市

場
の

便
に

供
せ

ん

と

因
っ

て

い

る

点

に
､

銀
行
の

基
本
的

性
格
が

表
わ

さ

れ

て

い

る
｡

盛
宜

懐
の

上

奏
の

う

ち

銀
行

に

つ

い

て

は
､

一

一

月
一

二

日

(

十

月
八

日
)

に

｢

著
卵
黄
成
盛
宜

懐
､

.

選

揮

轡
商

､

設
立

賂
董

､

(

別
)

招
集
股
本

､

合
力

興

野
､

以

収
利
権
+

と

設
立

許
可
の

上

論
が

下

っ

た
｡

続
い

て
一

二

月
六

日

(

一

一

月
二

日
)

､

捻
理

衛
門

が

白

強
大
計
策
に

対
し

て

覆
奏
を

行
な
い

､

先
の

上

論

を

承

け
､

｢

並

准
其
附
涛

一

両
重

銀
圃

十

萬
元

､

試
行
南
省

｡

如
無
窒

擬
､

再

由

(

1 5
)

戸
部
議
訂

章
程
雛
理
+

と

銀

行
に

銀
両

貸
鋳
造
を

試
み

さ

せ

る

ぺ

き

旨
の

上

奏
を

行

な
っ

た
｡

こ

れ

を

受
け

､

同
日

付
の

上

諭
で

こ

の

提
案
が

裁
可
さ

れ

た
｡

こ

れ

に

よ

り

盛
宣

懐
の

設

立

準
備
は

本

格
化

す
る

が

以

下

に
､

蛸

準
備

過

程
に

生

じ

た

問
題
を

盛

宜

懐
と

他
の

官
僚
と
の

往
復

書
簡

､

電
報
に

よ

っ

て

見
て

い

こ

う
｡

1 .

資
金

問
題

｡

銀

行
設

立
の

た

め

の

資
金

調

達
源
と

し
て

､

盛
宣

懐
は

華
僑
資
本

と

海
関
資
金
と

を

打

診
し
て

い

る
｡

盛

は

既

に

七

月

未
に

王

文

帯
､

張
之

洞
宛
に

､

慮
漢
鉄
道

資
金

募
集
が

銀

行
設

立
を

抜
き

に

は

不

可

能
で

あ
る

と

し
､

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

領
事

で

あ

り

大
商
人
で

あ

る

張
振
勲
を

動
か

せ

ば

当

地
の

中
国

商
人
か

(

1 6
)

ら
の

資
金

調

達
を

図
る

こ

と

が

で

き

る

旨
を

伝
え

て

い

る
｡

結
果

ほ

不

首
尾
に

終
っ

た

よ

う
で

あ

る

が

張
振

勲
ほ

後
に

鉄
道

事
業
に

参
加

し
､

中

国
通

商
銀
行
の

董
事
に

加

わ
っ

て

い

る
｡

次
に

盛
ほ

､

海
関

総
税
務
司
ロ

バ

ー

ト

=

ハ

ー

ト

に

資
金

提
供
を

要
請
し
た

｡

ハ

ー

ト

と

の

面

会
に

つ

き
､

｢

中
国
商
人

を

募
っ

て

中

英
銀

行
の

開
設
を

検
討
し

た
｡

ハ

ー

ト

は

海
関
を

手

中
に

し

て

お

り
､

中

国

(

1 7
)

商
人
は

必

ず
範
落
さ

れ

て

し

ま

う
で

あ

ろ

う
+

と

述
べ

､

ハ

ー

ト

か

ら
の

資
金

提
供
は

不

都
合
と

見
て

い

る
｡

こ

の

点
に

つ

き

張
之

洞
は

既
に

強
く

反

対

し

て

い

た
｡

｢

尊
慮
(

盛
)

前
擬
銀

行
金

原

(

娼
)

南
新

｡

赫
(

ハ

ー

ト
)

必

取

資
官
本

､

利
権
勇
落
+

と

伝

え
､

ハ

ー

ト

か

ら

資
金
を

仰
ぐ
こ

と

ほ

民

間
銀

行
の

原

則

に

反

す
る

と

批

判
し

た
｡

か

く

し
て

大
口

資
金

提
供
者
の

獲
得
ほ

一

頃
挫
を

来
し

▲
叩

､

t

叫

〕

r

P

山
I
.

-√

▲
司
-

ト

+

り

〕
叩

斗
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Y

一

¶
.

→

た

が
､

こ

の

こ

と

が
､

後
述
の

如
く

､

盛

宝

懐
の

関

係
す
る

企

業

か

ら
の

出
資
に

結
.
び

付

く
こ

と

と

な

る
｡

2 .

貨
幣
鋳
造

問
題

｡

一

八

九
六

年
一

二

月
二

二

日

(

光

緒
二

二

年
一

一

月
一

八

日
)

､

盛
は

総
理

衛

門
の

李
鴻
章

宛

電
報
で

､

株
式

募
集
の

順
調
な

進
行

を

報
告
し

た

後
､

｢

南
洋

(

劉
坤

一

)

現

購
鋳
銀

機
器

､

擬
設
金

陵
､

必

難
暢
行

｡

知
能
開
設
上

海
､

貴

(

1 9
)

成
銀
行
雛
理

､

而
利
辟
諸

官
､

可

期
暢
行
+

と

記

し
､

金

陵
に

建

設
が

予

定
さ

れ

て

い

た

鋳
造

機
械
を

上

海
に

移
し

､

銀

行
の

運

転

に

任
せ

る

こ

と

を

提
言
し

た
｡

李
鴻
章
は

こ

れ

に

対

し
､

｢

銀
周

一

雨

量

賓
難
通

用
､

不

若
竹
照
日

本
式
様

､

可

抵
墨

洋

(

メ

キ

シ

(

訓

ニ

コ

ド
ル
)

､

便

免
漏
底

｡

望
三

息
而
行

､

勿

執
成

見
+

と

答
え

､

日

本
が

メ

キ

シ

コ

銀
に

倣
っ

て

鋳
造

し
た

円
銀

と

同
様
の

ド

ル

貸

を

鋳
造

す
べ

き
で

あ

る

と

し

た
｡

一

両

銀

貨
を

鋳
造

す
る

と

い

う

盛
の

提
案
も

実
現
さ

れ

ず
､

.
ま

た
､

当

時
､

銀

貨
･

銭
貨
の

私

鋳

の

弊
が

叫
ば
れ

て

お

り
､

鋳
造

局
の

民

営
案
も

実
を

結
ば
な

か
っ

た

(

但
し

､

開
業
後
に

一

両

銀

行
券
が

発
行
さ

れ

て

い

る
)

｡

3 .

海
関
銀

号
問
題

｡

海
関
ほ

新

関
又
は

洋
関
と

も

称
さ

れ
､

新
た

な

開

港
場
に

設
置
さ

れ
､

外

国

人

税
務
司
に

よ
っ

て

管
理

･

運

営
さ

れ

て

い

た
｡

海
関

銀
号

ほ

こ

れ

に

附
設
さ

れ

て

集
金

を

担

当

し
た

が
､

徴
集
金
に

つ

い

て

は

独

自
に

運

用

し
う
る

余
地
が

あ

少

′

j

r､

ぷ
町

オ

て

(

2 1
)

っ

た
｡

盛

宜

懐
は

｢

銀

行

前
興
厳
道
信

厚
一
都

議
､

以

辟
併
開
銀

競

(

2 2
)

為
可

行
+

と

い

う
､

海
関
銀

号

を

銀

行
の

下

に

統
一

す
る

構
想
を

持
っ

て

い

た
｡

新
た

に

設
立

す
る

銀

行
の

支

店
に

海
関

銀

号
を

利

用
せ

ん

と

し

た

訳
で

あ

る
｡

し
か

し
こ

れ

に

も

強
い

反

対
が

出
さ

れ

る
｡

李
鴻
章
は

､

銀

行
が

各
銀

号
の

経
営
を

聾
断
す
る

こ

と

ほ

(

2 3
)

国

家
に

無
益

で

あ

る
､

と

批
判

し
､

戸
部
侍
郎
張
蔭
桓
ほ

､

厳
信

厚
ほ

海
関
銀
号

を

銀

行
に

合

併
す

る

こ

と
は

具

合
が

惑
い

と

言
っ

(

糾
)

て

い

る

が
､

こ

れ

は

貴
下
の

意
見
と

異
な
っ

て

い
､
る

で

ほ

な
い

か
､

と

指

摘
し

た
｡

盛
は

1

｢

銀

行
は

官
の

資
金

を

加

え

滋

い

し

各
銀

号
も

定
ま

り

た

業
務
が

あ

る
｡

銀

行
が

開
業
し
た

後
に

官
金
預
入

れ

も

求
め

て

い

る

の

で

あ
る

か

ら

(

銀

号
を

資
金

源
に

す
る

よ

う

(

2 5
)

な
こ

と

は

な

く
)

､

聾
断
の

倶
れ

は

な
い
+

と

解
答

す

る

が
､

結

局

海
関
銀

号
を

新

設
の

銀

行

組
織
に

観

み

込

む
こ

と

は

断
念
さ

れ
､

官
金

預
入

の

実
現
に

力

点
が

移
る

｡

4 .

官
金

預
入

問
題

｡

民

営
銀

行
を

原

則
と

し
て

設
立

準
備
が

進
め

ら
れ

て

き

た

中
国
通

商
銀

行
は

､

盛
が

働
き
か

け

た

資
金

確

保
､

銀

両

貸
鋳
造

､

海
関

銀

号

統
合

等
の

試
み

は

す
ぺ

て

不

首
尾

に

終
っ

た
｡

旧

套
に

則
っ

た

当

時
の

実
業
振

興

風
潮
の

中
で

､

盛

宜

懐
の

構
想
が

各
方

面

か

ら
の

批
判
に

逢
着
し
た

と

見

倣
せ

よ

う

が
､

両

者
の

分

岐
が

決
定

的
な

段
階
に

至
ら

な
か

っ

た

理

由
は

､

蛸
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第
一

節
の

張
之

洞
の

銀

行

認

識
に

も

見
た

如
く
そ

れ

が

新

形
式
の

銀
行
で

あ

り

把
握
が

困

難
で

あ
っ

た

と
い

う

状

況
に

加
え

､

両

者

が

共

同
で

携
わ

る

鉄

道

建
設
を

始
め

と

す
る

実
業
策
が

あ
っ

た

た

め
で

あ

る
｡

盛
夏

慎
も
こ

れ

を

手

掛
り
に

官
金
預
入

を

戸
部
に

要

求
し
た

｡

一

八

九

七

年
一

月
一

三

日

(

光

緒
二

二

年
一

二

月
一

+

日
)

戸
部

尚

書
翁

同

蘇
､

戸
部

侍
郎
張
蔭
桓
に

宛
た

電
報
で

､

銀

行
商
股
五

百

萬
己

経
認
定

｡

惟
各
商
董

皆
知
俄
行

(

露
清

銀

行
)

己

撥
五

百

寓
南

｡

而
葦
行
(

中
国
通

商
銀

行
)

反

無

官
股

､

恐

不

見

信
外
人

｡

…

…

原
義
加

入

官
本
二

百

萬
､

輿

商
一

律
分
利
束
勢
較
盛

｡

従
前
華
商
不

要
官
本

､

今

困
俄
行

(

2 6
)

而

要
官
本

､

皆
有
情
理

｡

と

述
べ

､

政

府

が

粛
清
銀
行

に

出
資
す
る

の

に

反

し
て

中
国
の

銀

行
に

出

資
し

な
い

こ

と

に

な

る

と
一

･
般
の

信
用
を

得
ら
れ

な
い

と

し
､

公

金

(

官

本
)

二

百

万

両
の

預
入
れ

を

求
め

た
｡

ま
た

､

公

金
に

は

年
利
五

%
を

払
い

､

六

年
を

限
っ

て

返

済
す
る

こ

と

も

伝

(

27
)

､

え

た
｡

こ

れ

に

対

し
て

翁

同

蘇
は

､

割
く
こ

と

が

で

き
る

資
金

は

無
い

と

は

ね

つ

け
､

更
に

､

盛

宣

懐
が

そ

の

任
に

当
っ

て

い

る

慮

漠
(

北

京
-
漢
口
)

鉄

道
の

資
金

募
集
が

進
捗
し
て

い

な
い

点
を

批
判
し

､

王

文

詔
､

張
之

洞
(

共
に

慮
漢
鉄

道

建
設
の

任
に

当
る
)

(

2 8
)

と

協
議
す
る

よ
>

㌢

促
し

た
｡

吋

･

-

町

:

叫

ト

公

金

預
入

問
題
は

最
終

的
に

は

百
万

両
が

実
現

す
る

の

で

あ

る

甜ノ
T

が
､

一

八

九

六

年
後
半
の

準
備
過

程
に

お

い

て
､

盛

宜

懐
の

構
想

は

既
に

基
本

的
に

ほ

受
入
れ

ら
れ

勅
許
も

下

さ

れ

て

い

る

も
の

の
､

個
々

の

問
題
で

は

壁
に

ぶ

つ

か

っ

て

い

た
｡

こ

の

過
程
で

注
目
し
て

お

く
ぺ

き

問
題
は

､

構
想
が

持
つ

全

体

性
に

も

拘
ら

ず
準
備
過

程
に

お

け
る

盛
の

行
動
が

孤

立

的
･

分

断

的
で

あ

る

と

い

う
こ

と

で

あ

る
｡

構
想
の

具

体

的
内
容
に

関
し

て

は

次

節
で

見
る

が
､

盛
の

働
き
か

け
と

そ

の

結
果
は

､

設

立
許

可

を

受
け

た

提
案
の

実
施
過

種
と

し
て

は

円

滑
で

あ
っ

た

と

は

言
い

難
い

｡

こ

の

事
態
ほ

､

ま

ず
第

一

に
､

上

論

即

ち

皇

帝
の

勅
許
が

､

設
立

準
備
を

試
み

て

も

よ

い

と

す
る

出
発
の

合
図
に

止
ま

り

必

ず

し

も

設

立
を

保
証
す
る

措
置
を

意
味
し

て

い

な
い

こ

と
､

第
二

に
､

財
政

機
構
上

､

総
理

衝
門

､

戸
部

､

海
関

(

総
税
務

司
)

は

そ

れ

ぞ

れ

独

自
の

立

場
を

持
つ

こ

と
､

を

示

し

て

い

る

と

言
え

よ

う
｡

こ

れ

に

各

省
独

白
の

財
政

的

利

害
が

加
わ

り
､

盛

宜

懐
が

当

面
し

た

諸

問
題
の

全

体

関
係
を

形
侭
っ

て

い

た
｡

(

2 9
)

(

諭
)

三

中

国

銀
行
大

概
草
程
と

香
港
上

海
銀

行
条
例

一

八

九
七

年
二

月
二

日

(

光

緒
二

三

年
一

月
一

日
)

､

盛

宜

懐

は

香

港
上

海
銀

行

条
例
に

範
を

取
っ

た

中
国
銀
行

革
准
二

二

条
を

叫

1

+

.
ト

ノ‥

,

〕
叩

叫

r
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捻
理

衛
門
に

電
奏
し
た

｡

本
筋

で

は
こ

の

要
点
を

逐
条

的
に

検
討

す
る

(

漢
数
字
に
*

を

付

し
た

条
項
は

､

後
に

批

判
を

受
け
た

も

の

で

あ

る

こ

と

を

示

す
が

具
体
的

に

は

次

稀
で

検

討
す
る
)

｡

虫
T一

特
命
に

ょ

り

開
設
さ

れ

る

中
国
通
商
銀

行
ほ

､

公

金
の

預
金

を

受
け
て

官
に

保
護
さ

れ

て

い

る

こ

と

を

示

す
｡

二

各
地

方
か

ら

北

京
へ

の

公

金
の

送
金

は
､

本

行
が

為

替
を

取

扱
い

為
替
料
を

減
少
さ

せ
､

公

金
を

預
り

利
息

を

付

す
｡

各
港

各

省
及

び

外

国
に

支
店
を

設

け

為
替
受
払
い

の

便
を

図
る

｡

註
‥

公

金
の

送
金
は

従

来

山
西

票
号
が

扱
っ

て

き

た

が
､

盛

は

そ

の

代
替
を

企

図
し

て

い

る

(

註
ほ

筆
者
註
を

示

す
)

｡

虫
｢三

人

事
･

経

営
は

涯
豊

銀

行
(

香

港
上

海
銀

行
)

を

基

準
と

し
､

政

府

派

遣
の

委
員
を

置
か

ず
､

自
ら

取

締
役
を

定
め

､

官

場
の

習
気
を

払

拭
す
る

｡

註
‥

香
港
上

海
銀
行

条
例

(

以

下
政

庁
条
例
と

略
記
)

十

九

条
に

取

締
役
会
に

つ

き

以

下
の

規
定
が

あ

る
｡

総
会

･

臨
時

総

会
の

開
催

､

銀
行
の

運

営
及

び

取

締
役
の

選

挙
並
に

資
格
審
査

､

四

分
の

一

以
上

が

毎
年
交
替

､

禁
止

事

項
の

監

視
､

営

業

報

告
･

監
査

報
告
の

公

表
､

香
港
稔
督
か

ら
の

照

会
へ

の

応
答

､

経

営
者
の

任

命
並

に

支

店
の

開

設
｡

*四

上

海
に

本

店
を

設

け
､

光
緒
二

三

年
春
に

開

業
し

､

同

時
に

北

京
に

支
店
を

設
け

北

京

通

商
銀

行
と

称

す
｡

外

国
の

支

店
で

は

中

国

通

商
銀
行
と

称
す

｡

五

支

店
の

無
い

都
市
で

は

公

正

殿
実
な

銀

行
を

選

び
､

支

店
設

立

ま

で

為
替
受
払
い

を

委
託
す
る

｡

*

六

資
本

金

五

首

万

両
は

五

万

株
に

分

け
一

株
百

両
と

し
､

募
集

は

開
業
時
に

五

〇

両
､

第
二

回

目
二

五

両
､

三

回

目
二

五

両

を

払

う
こ

と

と

す

る
｡

す
べ

て

有
限

責
任

会
社
の

例
に

照
ら

し

毎

株
首

両
の

払

込
み

を

以
て

完
了

す
る

｡

謹
‥

政

庁
条
例
五

-
九

条
に

､

資
本
金

五

百

万
ド

ル
､

四

万

殊
に

分

け
一

株
一

二

五

ド

ル

と

し
､

半
額
払
込

み

で

開

業
す
る

､

な

ど
の

規
定
が

あ

る
｡

盛
宜

懐
の

草
程
は

､

公

称
資
本

金
､

払

込
み

資
本

金
の

区

別
そ

導
入

し
て

い

る

が
､

こ

れ

が

形
式
の

み

で

あ
っ

た

こ

と
は

､

こ

れ

と

関
連
す

る

有

限

責
任
の

表
現

を

訂

正

し
た

こ

と

か

ら

窺
う
こ

と

が

で

き
る

｡

即

ち
､

｢

有

限
公

司
+

を

個
除
し

､

｢

商
本
又

有
定

数
+

と

変
更
し

た
｡

有
限
が

､

銀
行

(

31
)

魚
用
の

有
限
と

見

倣
さ

れ

る

こ

と

を

危
供
し
た

た

め

で

あ

る
｡

七

第
一

回

目
の

株
金
二

五

〇

万

両
の

内
､

百

万

両
は

輪
船

招
商

局
･

電
報
総
局
の

持
株
と

し
て

盛

大
臣
が

引

受
け

､

百
万

両
は

銀

行
の

各

取

締
役
の

特
殊
と

し
､

残
り

の

五

〇

万

両

を

各
地
の

商
人
か

ら

募
集
す
る

｡

…

…

集
金
ほ

各
地
の

招

商
局

･

電
報
局

4 5 7
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が

当

面

代
替
す
る

｡

八

本
行
ほ

特
命
を

奉
じ

､

商
人
よ

り

資
本

を

募
集
す
る

｡

国

庫

金
二

百
万

両
の

預
入
れ

を

仰
ぎ

､

利
息
ほ

国
に

納
め

､

官
商
関

係
の

あ

る

と
こ

ろ

を

示
し

て

諸

人

に

信
を

得
る

｡

女
丁九

本

銀
行
は

欧

米
の

銀

行
に

倣
い

六
カ

月

毎
に

決
嘗
を
お

こ

な

い
､

株
主
へ

の

配
当
は

年
間
八

%

と

す
る
｡

更
に

利
益
が

あ

る

と

き
､

…
‥
･

積
立

金
並

に

役
員
賞
与
を

除
き

､

な

お

そ

の

残

額

ほ

八

剖
を

株
主
へ

分

配
し

､

残
り

を

国
に

納
め

､

本
銀

行
の

紙

幣
発
行

･

銀
銭
鋳
造

･

国

庫
金
預
託

･

公

金
の

為
替
送
金
な

ど

す
べ

て

の

保
護
に

報
い

る
｡

註
‥

株
主
へ

の

配

当

は
､

香
港
上

海

銀

行
の

場
合

､

銀
価
下

落
に

よ

る

実
質
的

減
少

を

避
け

る

た

め

に

ポ

ン

ド

建
定

叡

配
当

(

一

八

九
六

年
度
は
一

株
に

つ

き
一

･

五

ポ

ン

ド
)

に

変
わ

っ

て

い

る
｡

十

取

締
役
(

童
事
)

を

十

名
と

定

め
､

…
…

上

海
に

居

住
し

業

務
に

頼
通

す

る

者
三

名
を

選

び
､

専
務

取

締
役
と

す
る

｡

虫
丁十

一

本

銀
行
の

営
業
は

､

西

欧

諸

国
が

中
国
に

設

立

し
た

銀

行

と

同

じ

く
､

上

海
本
店

､

北

京
そ

の

他

通
商

港
や

外

国
の

支

店

に

お

い

て
､

西

欧
人

を

登

用

し
て

支
配

人

(

大

班
)

と

し
､

営

業
か

ら

銀
銭
の

出
納
ま
で

一

任
し

､

買
群
が
こ

れ

を

補
佐
す
る

｡

十
二

本

銀

行
は

西

欧
の

銀
行
に

倣
い

､

取
締
役
ほ

す
べ

て

中
国

朗J
T

人
と

し
､

他
に

上

海
に

居
住
す
る

公
正

殿
実

､

商
備
に

精
通

し

た

外

国
商
人
二

人

を

顧
問
と

す
る

｡

十
三

各
地
の

支

店
で

は
､

そ

の

地
の

最
大

株
主
を

立
て

て

主

任

と

し

支

店
の

監

督
を

行
な

わ

せ

る
｡

但
し
こ

の

人

選
は

す
ぺ

て

本

店
の

重

役
･

株
主
の

承

認

を

得
る
｡

十

四

銀
行
の

買
雛
は

支

配

人
が

任

用
す
る

が
､

本

銀
行
は

す
べ

て

中
国
人
の

株
主

並
に

重

役
で

あ

る

か

ら
､

本
支

店
の

買

詐
ほ

重

役
が

推
挙
し

た

者
に

限
る

｡

な

お

外

国
銀

行
の

例
に

照
し

､

買
斯
に

は

確

実
な

保
証

人
を

立
て

さ

せ

或
い

は

保

証
金

を

預
け

入

れ

さ

せ
､

職
務
の

権
限
を

定
め

､

契
約
書
を

作
る

｡

止
丁

十
五

上

海
本
店
の

支
配
人
は

既
に

英
人
A

‖

W

‖

メ

イ

ト

ラ

ン

ド

に

決
定
し
た

｡

香
港
上

海
銀
行
に

数
十

年
間
務

め
､

中

西
の

(

3 2
)

銀

行
業
に

精
通
し

て

い

る
｡

買
雛
に

は

陳
笠

郊
を

決
定

し
た

｡

(

33
)

銭
荘

経

営
者
で

あ

り

声
望
も

高
い

｡

本

行
に

雇

う

外

国
人
は

メ

(

糾
)

イ

J

ラ

ン

ド

が
､

中
国

人
は

陳
が

選

抜

す
る

｡

十

六

中

国
で

営
業
す
る

外

国
銀
行
ほ

､

銀

両
の

預
金
や

貸
付
の

利
息
ほ

年
間
二

-
五

%
に

す

ぎ
な
い

｡

貸
付

･

担
保
付

貸
付
の

(

3 5
)

■

利
息
は

年
間
六

Ⅰ
一

二

%
で

あ

る
｡

貸
付

利
子
は

折
息
に

準
拠

し

期
日

も

極
め
て

短
く

､

担
保

付

貸

付
は

時
価
を

勘
案
し
て

城

ナ

町

-

ナ
. _
T

}

.

+

血
-

卜

L

r

け

▲

■

h
l

も
ト

よ
.
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額
し
て

し

ま

う
｡

本
銀

行
も
こ

れ

ら
に

倣
い

､

必

ず
担
保
を

取

り

保
証

人

を

立
て

て

貸
付
を

行

な
い

､

損
失
を

出
さ

ぬ

よ

う
に

す
る

｡

一丁

十
七

本

銀
行

は

香
港
上

海
銀

行
に

倣
い

､

銀

両
と

銀
円
(

ド

ル
)

の

銀
行

券
を

各
五

種
(

百
､

五

十
､

十
､

五
､

一

､

の

五

種
)

発
行
す
る

｡

銀
行
券
発
行

絵
額
は

準
備
金
の

額
を

越
え

な
い

｡

註
‥

香
港
上

海
銀
行
の

銀
行
券
ほ

ド

ル

券
の

み

で

あ

る
｡

但

し

同

行
が

他
の

植
民

地

銀

行
と

異
な
っ

た

点
ほ

銀

両

貸
付

も

行

な
っ

た

点
で

あ

る
｡

十

八

本

銀
行
が

官
衝
に

貸
付

を

す
る

場
合

､

外

国
の

例
の

よ

う

に

本
店
の

重

役
･

支
配
人

･

外
人
が

審
査
し

､

相

互
に

取

決

書

を

交
し

､

戸
部
の

許
可

を

得
る
｡

･
香
港
上

海
銀

行
が

本
国
の

貸

付

規
則
に

基
づ

い

て

債

券
を

発
行
す
る

方

法
に

準
じ

､

本

銀

行

は

債
券
を

発
行
し

年
利
を

収

取

す
る

｡

十

九

原

提
案
に

あ

る

銀

貨
銭
貨
の

鋳
造
に

つ

い

て

ほ
､

本

店
開

業
後
に

取
締

役
が

審
議
し

盛

大

臣
が

章
程
を

定
め

る
｡

*二

十

上

海
に

商
業
会
議
所
(

商
会
公

所
)

を

設

け
る

｡

鉄

道
･

輪
船

･

電
報

･

金

鉱
会

社
な

ど

で

商
業
会
議
所
に

加
入

し
て

い

る

も

の

と
の

取
引

は
､

す
べ

て

章
程
に

基
づ

い

て

お

こ

な

う
｡

二

十
一

香
港

上

海
銀
行
が

開
業
し

た

と

き

株
式
ほ

一

千
万

ド

ル

･一

♪

ム
ー

←

1

⊥

､

(

3 6
)

で

あ

り
､

何
期
か

に

分

け
て

募
集
し
た

｡

光
緒
二

十
二

年
(

一

八

九

六

年
)

の

決

算
報
告
で

は
､

純
益
を

除
き

､

積
立

金
六

〇

〇
万

ド

ル
､

保

証

額
立

金
二

五

万

余
ド

ル
､

ド

ル

紙

幣
流
通

額

九
〇

〇

余
万
ド

ル
､

各
所
の

預
金

六

二

三

七

万

余

ド

ル
､

現

金
五

､

七
一

九
万

余
ド

ル
､

為
替
手

形

て
四

八
二

万

余
ド

ル
､

一

株
一

二

五

ド

ル

の

株
式
に

三

七
五

ド

ル

の

値
段
が

付

き
二

五

〇
ド

ル

の

騰
貴
で

あ

る
｡

同
行
の

高

成

長
は

す
ぺ

て

適
材
を

得

て

い

る

こ

と
に

あ
る

｡

今
中

国
で

銀

行
を

開
設

す
る

に

当
り

､

将
来
と

も

経
営
に

当
る

人

物
に

ほ

官
場
の

習
気
が

無
く

､

商
務

に

熟
悉
し

て

い
.

る

人

物
を

選
ぶ

｡

二

十
二

本

銀
行
は

半

年
毎
に

決
算
を

な

し

香
港
上

海
銀

行
の

例

に

倣
い

､

支
配
人
の

外

国
人
が

報
告

書
を

作
り

､

各

株
主
並
に

政

府
へ

配
布

す
る

｡

以

上
の

革

撃
一

十
二

条
は

取

締
役
が

合
同
で

香
港
上

海
銀

行

の

章
程
を

審
議
し

､

盛
大

臣
が

決

定
し

た
｡

謹
‥

香
港
上

海
銀

行
条
例
に

規
定
さ

れ

て

い

る
､

負
債
限

度

額
･

投

機

禁
止

･

支

払

停
止

･

破

産
な

ど
の

各

条
項
ほ

､

中
国

銀

行
大

概

革
程
に

は

見
ら

れ

な
い

｡

以

上
に

見
た

中

国

通

商
銀

行

革
程
は

､

一

連
の

盛

宜

懐
の

塊
案

4 5 9



一

橋論叢 第八 十 四巻 第 四 号 ( 4 4 )

の

内
で

は

最
も

具
体

的

な
も

の

で

あ

る
｡

こ

の

具

体

性
は

､

香
港

上

海
銀

行
条
例
に

則

り

作
成
さ

れ

た

こ

と
に

負
っ

て

い

る

が
､

後

に

批

判
を

受
け

た

条
項
(

*

を

付

す
)

が

半

数
に

及

ん

で

い

る

こ

と
に

端

的
に

示
さ

れ

る

如
く

､

中
国
に

お

い

て

実
現
可

能
性
を

持

っ

た

具
体

的
規
定
か

ら

は

程
遠
か

っ

た

と

言
わ

ね

ば

な

ら
な
い

｡

し
か

し

今
､

本
章
程
の

内

容
に

別

し
て

そ

の

特
徴
を

整
理

す
る

と
､

次
の

二

点
に

ま
と

め

る

こ

と

が

で

き
よ

う
｡

第
一

の

か

つ

基
本
的

な

特
徴
は

､

中
国
通

商
銀

行
が

民

間

商
業

銀
行
で

あ
る

こ

と

を

強
調

し
て

い

る
■点
に

あ

る
｡

こ

れ

は

｢

官

場

の

習
気
を

除
く
+

(

三
､

二

十
一

)

銀

行
組
織
の

設
立

の

み

な

ら

ず
､

経

営
者
を

香

港
上

海
銀
行
か

ら

傍
聴
す
る

こ

上
に

示

さ

れ

て

い

る
｡

更
に

こ

れ

を

機
構

的
に

保

証
せ

ん

と

し
た

も
の

が
､

商
業

会
議
所
の

結
成

(

二

十
)

で

あ

ろ

う
｡

こ

の

条
項
に

は
､

中

国
通

商
銀

行
が

盛

宣

懐
の

私

的
営
利
事
業
で

あ

る

と
い

う
批
判
を

避
け

る

狙
い

が

あ

る

の

み

な

ら

ず
､

銀

行
が

中
心

と

な

り

官
僚
の

企
業

経
営
を

商
業
界
と

結
び

つ

け
よ

う
と

し
､

総
じ
て

､

今
後
の

活

動

の

場
と

し
て

の

上

海
商
業
界
に

対

す
る

配
慮
が

強
く

払
わ

れ

る
｡

こ

の

章
超
に

対

し
て

総
理

街
門
そ

の

他
か

ら

多
く
の

批
判
が

出

さ

れ

る

の

で

あ
る

が
､

盛

宣

懐
が

そ

れ

に

答
え

る

以

前
既
に

三

月

一

二

日

付
で

､

上

海
の

外

国
商
人
の

利
害
を

代
弁
す

る

北

華
捷
報

叫

訂

宅
等
旨
･

C

監
謹
白

屯
等
已
礼

に

‥

A
n

O
亡
t
-

㌻
e

O
れ

t

訂
C
O

ロ
∽

t

r

t

邑
O

n

O

:
サ
e

一

日
p
e

罫
P
-

切
P

n

打

○

岩
F

旨
p

｡

■
と

い

う

記
事
が

掲

(

3 7
)

載
さ

れ
､

銀

行

設
立
の

内

容
が

伝
え

ら

れ

た
｡

全

体
二

十

六

条
か

ら

成
る

こ

の

銀
行

章
程
は

今
見
た

｢

中

国
銀

行
大

概
章
程
+

二

十

二

条
と

基
本

的
に

は

同
じ

内

容
で

あ

る

が
､

新
た

に

規
定

さ

れ

た

点
､

差
異
が

認
め

ら
れ

る

点
は

次
の

と
お

り
で

あ

る
｡

L

銀

行
の

名
称

ほ

→
F
e

H

m
勺
O
r
小

巴

C

E
n
e

∽

¢

出
p

n
打

O
f

H

n
t

e

r

n

邑
O

n

巴

C
O

ロ
m
e

l

完

と
さ

れ

(

第
一

条
)

､

ま

た
､

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

･

ア

メ

リ

カ

で

は

H

m
勺
e

ユ
巴

出
p

ロ
打

○
れ

C

E
ロ
p

と

称
す

(

第
二

条
)

｡

2 .

銀

行

設
立
の

勅
許
は

絵
理

街

門
の

推
薦
に

よ

っ

て

な

さ

れ

た

(

第
一

条
)

｡

こ

こ

で

は

総
理

衛
門
の

役
割
が

強
調
さ

れ

る
｡

㌃

二

百

万

な
い

し

百

万

両
の

預
金

を

別

枠
で

確
保
す
る

(

第

九

条
)

｡

こ

の

規
定
は

先
の

公

金

預
金
に

相
当

す
る

が

戸
部
か

ら

の

そ

れ

と

は

明

記
さ

れ

て

い

な
い
｡

れ

銀
行
設

立
に

向
け

た

臨
時
取

締
役
と

し

て
､

張

振

勲
･

菓

成

忠
･

厳
信
厚

･

楊
文

駿
･

劉
学
殉

･

厳
轢

･

陳
賢

･

楊
建

具
･

施
則
敬

･

朱

侃
珍
の

十

名
が

挙
げ

ら

れ

て

い

る

(

第
二

六

条
)

｡

(

認
)

彼
ら

は

皆
当

時
の

上

海
商
業
界
の

有

力
人

物
達
で

あ

る
｡

右
の

取

締
役
の

人

物
か

ら
も

上

海
商
業
界
の

有

力

者
が

こ

の

銀
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ぅ

ヰ

書
ノ

一

バ

1

り

( 4 5 ) 中国通 商銀 行 の 設立 と香港上 海銀 行

行
の

設
立
に

参
画

し
､

経

営
を

担
お

う
と

し

て

い

た

こ

と
を

知
る

｡

中

国
通

商
銀

行
章
程
の

第
二

の

特
徴
は

､

形
式

的
に

は

第
一

の

民

営
問
題
と

矛

盾
す
る

の

で

あ

る

が
､

官
と

の

結
び

つ

き

を

積
極

的
に

働
き

か

け

て

い

る

点

に

あ

る
｡

国

庫
金

預
入

(

一

､

八
)

､

国
庫
金

送

金

(

二
)

､

公

債
発
行

(

十
八
)

､

或
い

は
､

総
理

衛
門

ノ

ー

ス
･

チ

ャ

イ
ナ
･

ヘ

ラ

ル
ビ
r

の

推
薦
に

よ
っ

て

設
立
さ

れ

る

(

北

葦

捷

報
の

第
一

条
)

､

な

ど
の

規
定
は

､

銀
行
の

信
用
を

高
め

る

た

め
に

官
と

結
び

つ

く

と

同

時
に

､

銀

行
の

営

業
領
域
に

国
庫
金
の

扱
い

､

公

債
発
行
を

含

め

ん

と

す
る

意
図
を

示

し
て

い

る
｡

こ

の

事
程
を

香
港
上

海
銀

行
条
例
と

の

関
連
に

お

い

て

み

る

と
､

註
に

於
て

も
一

不

し

た

様
に

､

必

ず
し

も

す
べ

て

が

逐

条
的
に

訳
さ

れ

た

の

で

は

な

く
､

以

下
の

三

項
の

相
互

に

異
な

る

内

容
か

ら

構

成
さ

れ

て

い

る
｡

即
ち

､

山
香
港
上

線
銀
行
条
例
か

ら

直
接
に

導

入

さ

れ

た

条
項
(

六

の

株
式
募
集

､

九
､

十
六

他
の

業
務

･

運
営

問
題
に

つ

い

て
)

､

仰

形

式
を

援
用
し
っ

ゝ

も
､

盛

宜

懐
が

改

変

し
て

新
た

な

意
味
内

容
を

付

与

し

た

条
項
(

六
の

｢

有
限

責
任
+

に

つ

き
､

中
国
の

対
人

信

用

関
係
に

拠
っ

て

位
置

付
け

ら
れ

て

い

る
)

､

㈲

中

国
の

金

融
事
情
に

根
拠
を

持
ち

､

そ

れ

に

基
づ

き

盛

が

独

自
に

挿
入

し
た

条
項

(

一

の

公

金

預
入

､

七
､

二

十

他
の

盛

ノ

ー

ス
･

チ

ャ

イ
ナ
･

ヘ

ラ

ル

ド

が

関
係
す

る

讃

企

業
と
の

瀦
び

つ

き
､

北

華

凍

報
の

第
二

十

一

門

･

ム

'
J

軸

1

六

条
に

見
る

取

締
役
の

選
択

に

つ

い

て
)

､

以

上
の

三

項
へ

の

分

類
が

可

能
で

あ

る
｡

こ

の

こ

と

は
､

章
摩
の

み

か

ら

み

て

も
､

中

国
通

商

録
行
が

単
な
る

香
港
上

海
銀

行
の

模

倣
で

も

な

く
､

ま

た

銭
荘
や

海
関
銀
号
の

大

規
模
化
で

も

な
い

属
性
を

持
つ

こ
▲
と

を

示

し

て

い

る

と

考
え

ら
れ

る
｡

こ

の

う
ち

特
に

他
に

着
目
し

､

銀
行

組

織
に

つ

い

て

ほ

大

班
1
買
新
関
係
(

十
一

参

照
)

､

銀

行

経

営

に

つ

い

て

は

官
民

関
係
の

内

実
と

帰
趨
と

を

明

ら
か

に

す
る

こ

と

が

そ

の

属
性
を

検
討
す

る

際
に

必

要
で

あ

ろ

う
｡

四

小

結

中

国
通

商
銀

行

章
港
に

対

す
る

反

響
は

早

く
､

総
理

衝
門
を

始

め

と

し
て

多
方

面
か

ら

批
判

･

意
見
が

寄
せ

ら
れ

た
｡

以

降
盛
宜

懐
は

一

方
で

は

設
立

準

備
を

進
め
つ

つ
､

他
方
で

は

批

判
や

意
見

に

応
え
て

章
程
に

幾
つ

か

の

修
正

を

加
え

て

い

く
｡

そ

こ

に

ほ
､

批
判

者
､

推
進
者
共
に

､

初
め

て

導
入

す
る

外
国
銀
行
の

定

款
に

対

す
る

藷
識
や

対

応
に

関
す

る

当

惑
と

苦
慮
と

が

表
わ

れ

て

い

る
｡

中
国
の

富
を

吸

収
し

た

と

批
判
す
る

当
の

植
民

地

銀

行
を

模
倣
す

る

こ

と

に

内

在
す
る

矛

盾
は

､

批
判
と

推
進
と
の

間
に

敵
い

分
岐

を

顕
在
化
せ

し
め

㌢

る

を

え

な
い

で

あ

ろ
う

｡

し
か

し
､

賠
償

･

借
款

･

利
権
に

関
し
.

列
国
へ

の

対

応
が

差
迫

っ

て

要
請
さ

れ

て

い
･

叔



一 橋 論叢 第 八 十 四 巻 第四号 ( 4 6 )

た

た

め
､

そ

の

対

立
ほ

決
定
的
と

は

な

ら

ず
､

銀
行
の

溝
助
そ

の

も

の

の

結
果
が

問
わ

れ

る

こ

と

と

な

る
｡

批

判
及
び

そ

れ
へ

の

対

応
､

上

海
を

中
心

と

し
た

銀

行
の

活
動
に

つ

い

て

ほ

こ

れ

を

次

稿

の

課

題
と

し

た

い
｡

(

1
)

当

時
上

海
で

発

行
さ

れ

て

い

た

イ

ギ
リ

ス

の

利

害
を

代

弁
す

る

→

訂

宅
等
諒
･

〔

ま
さ

白

屯
等
已
札

紙
ほ

､

イ
ギ

リ

ス

に

と
っ

て

｢

ア

フ

リ

カ

の

確
保

と

中

国
の

門
戸
開
放
+

の

二

大

任

務
が

課
せ

ら

れ
て

お

■
り

､

中
国
に

関

し
て

は

｢

鋳
造

局
と

鉄
道
+

に

注
目

す
べ

き
で

あ

る

(

一

九

〇

〇

年
一

月
二

四

日
､

一

八

九

七

年
一

〇

月
二

二

日
)

､

と

力

説
し

て

い

る
｡

(

2
)

こ

れ

ら
の

概
況

及
び

列
国
の

貿
易

拡

大
の

意

欲
ほ

､

当

時
中

国

に

相

継
い

で

派

遣
さ

れ

た

貿
易

使
節

団
の

報
告
に

克
明

に

記

さ

れ
て

い

る
｡

例
え

ば
､

切
○

仁
【
ロ
e

.

句
･

S
･

A
･

-

知

尽
Q

ミ

阜

蒜
Q

竃
訂
乱
Q

達

吉

C

已
3

由

阜
"

哲

也
訂
b

告
革ヽ

畠

q

訂
き
訂
ヽ

阜

〔
Q

S
き
等
篭

蒜

篭
1

¶
.

u
-

聖
じ

打

b

弓
ロ

ー

ー

00

や
00

.

C
F
P

日
b
r

e

d
①

C
O

m

m
e

岩
e

d
e

J
叫
○

ロ
､

卜
白

ら

き
設
計
適

せ

毒
さ

乱
篭
札

､

b

尽
訂

岩
ぎ
吉

b

O

S
…
等
乱
已

…
達

C

監
心

霊

記
℃
h

T
､

恥

℃

♪

J
y
O
n

.

-

伽

芸

な

ど

が

あ

る
｡

な

お

貿
易

に

関

す

る

統
計
は

紙
幅
の

関

係
で

省
い

た

(

投
資

､

銀

価
問
題
に

つ

い

て

も

同

様
)

が
､

こ

れ

ら
ほ

､

中

国

拳
闘

貿
易

統

計

方

法
の

歴
史
的

変
遷
の

問
題
と

係

わ

ら

せ

て

別

満
で

論
ず
る

予

定
で

あ
る

｡

(

3
)

下

関

条

約
の

工

業
企

業
棒
問
題
に

つ

き
､

田

中
正

俊
｢

日

清

戦

争
後
の

上

海
近

代

｢

外

商
+

紡

績

業
と

中

国

市

場
-
-
-
C
F

賀
-

悪

口
e

n

b

¥
し

マ
･

-

C
O
t

t

O

ロ
･

S

甘
口

已
口

内

邑

∽

F
p
臼

的

F

阜

り
き

勺
○

言
§
.

∽
｡

勺
t

①

m

訂
♪

【

冨
¢

の

分

析

を

中

心

と

し

て

ー
+

山
田

秀

雄

編

『

植
民

地

経
済
史
の

諸

問
題
』

ア

ジ

ア

経
済
研

究

所
､

一

九

七

三

年
､

石

井
摩
耶
子

｢

一

九

世

紀
後
半
の

中

国
に

お

け
る

イ

ギ

リ

ス

資
本
の

活

動

-
ジ

ャ

ー

デ
ィ

ン

･

マ

セ

ソ

ン

商

会

の

場

合

-
+

『

社

会

経
済

史

学
』

四
五

巻
四

号
､

桑
原
哲

也

｢

日

清

戦

争
直

後
の

日

本

紡

績
業
の

直
接
投
資
計

画

-
東
華
紡
織
会

社
の

事
例
を

中
心

と

し
て

-
+

『

経
済
経
営
静
集
』

一

四

巻
二

号
､

な

ど
を

参

照
｡

(

4
)

琵

敬

虞
｢

十

九

世

紀
外

国

侵
華

企

業

中

的

葦

商

附
股

活

動
+

『

歴
史
研

究
』

一

九

六
五

年
第

四

期
､

ペ
e

ヲ
勺
i

n
粥

H
P
O

-

→

訂

n
Q

玉
･

k

首
聖
札
Q

言

訂

宅
叫

慧

富
邑
卸

C

芸
ぎ

弓

n

已
逮

由
㌧

b
3 .

舟
恥

訂
■ぎ
罠
道

内

聖
叫

亀

虫
礼

司
巳
㌣

C
p

m
b

已
d

g
e

.

呂

監
∽
.

.

-

望
1

0

参
照

｡

(

5
)

各

国

そ
れ

ぞ

れ
ペ

の

影

響
の

具

体

的

現
わ

れ

に

つ

い

て

は
､

イ

ン

F
､

日

本
､

中

国
に

お

い

て

評
価
は

異
な
っ

て

い

る
｡

イ
ン

ド
に

閲
し

､

一

八

九
三

年
ハ

ー

シ

ュ

ル

委

員
会
の

銀

価
下

落
と

輸
出

促
進

と

を

直
接

結
び

つ

け

る

こ

と

に

対

す

る

香
定

的

見

解

(

出
ユ
t
i

s

F

勺

寛
-
i

p

m
e

芦
t

p
l

y

竹
山

匂
寛
S

.

H

ロ

巴
2

-

C
⊆
1

岩
n
C

y

C
O

m
m

i

t
t

e

e
.

知

各
号
≠

阜

旨
句

n
Q

S
慧

軋

誉
Q

尽
≠
Q
叫

邑
&

旨

叫
ヾ

ぶ
邑
芸

丸

邑
Q

旨
恥

ヽ

達

急
白

苫

n

罵
言
逮

卓
.

-

00

¢

い
ー

ワ

ー

N

)

と
､

日

本
に

閲
し

､

一

八

九

六

年
の

『

貨
幣

制
度

調

査

委

貞
会
報

告
』

に

見
ら

れ

る

相

関

関

係
の

一

定
の

肯
定

､

中

国
に

関
し

､

駐
上

海
イ

ギ

リ

ス

代

理

絵
領
事
G

‖

ジ

ャ

ミ

ソ

ン

の

条

件
付

肯
定
(

]

野
i

諒
F

勺
聖
ユ
i

p

m
昌
t

罵
呵

竹

馬
e
H
∽

.

知

尽
等
≠

Q

冶

旨
屯

審
a

阜

旨
包

勺

邑
訂

『

已

竃

阜

h
丸

ぎ

等

Q

さ

勺
3 .

b

恥

h

阜

C
Q

S
芸
Q

札
叫

賢
h

訂

〔

已

喜
.

-

翌
♪

勺
p

+
▲

T
-

J

な

ど

が

あ

る

が
､

詳
細
ほ

一

八

七

〇

年
代

中

葉
以

降
の

銀
価
問
題

検

計
の

卓β乏

す

}

.ず

す
や

甘

.卜

･

■

h

へ

㌣

･
熊
■ち

■
蛸

㌣



ヤ

ゼ

★

_
ワ

サ

バ
.

1

い

一

ぺ

卓
.

"
′

-

1

一

環
と

し
て

別

稿
に

て

扱

う

予

定
で

あ
る

｡

(

6
)

徳
永

汚

行

『

支
那

中

央
銀

行

静

-
そ

の

歴
史
的

展

開

と

基

本

課
題
の

研

究

-
』

有

斐
閣

､

昭

和
一

七

年
､

下

忠

雄

『

支

部

銀

行
制

度

論
』

厳
冶
堂

書

店
､

-
三

一

頁
｡

周

操
車

『

中

華

銀

行

史
』

上

海
､

窮
､

一

七

頁
｡

(

7
)

｢

香
帥

(

張
之

洞
)

致

垂
帥

(

王

文

霜
)

ニ
ー

1
二

五

頁
｡

宮

昭

和
一

六

年
､

二

八

一

九
一

九

年
､

第
六

電
+

『

愚

粟
存

薬
』

巻

( 4 7 ) 中国通 商銀 行 の 設立 と香港上海銀 行

二

十
七

､

電
報

四
､

十
二

b
｡

(

8
)

A
-

b
e
l

t

句

害
e
H

弓
①
1

打
e
l

.

C

監
達

由
､

叫

内

等
号

叫

更
叫

ミ
山

ミ
已
訂
苧

札

告
ぎ

h

訂
逮
叫

祖
宗
中

学
托
串
已

(
､

監
†
､

ミ
Q
)

白

卓
札

ら
血

訂
一

邑
雫
訂

知
己
へ

尽
ヽ

訂
♪

C
P

m

宮
山

倉
2

.

巳
慧
デ

ー

設
∞

､

勺

勺

･
N

N

㌣
N
上

戸

中

村

義

｢

滞
米
政

治

と

官
僚
資
本

-
盛

宜

懐
の

役

割
を

め

ぐ
っ

て

-
+

東
京
教

育
大

単

文

学
部

東
洋

史
研

究

室
ア

ジ

ア

史

研

究
会

『

中

国

近

代

化
の

社

会
構
造

-
辛
亥
革
命
の

史
的

位

置

-
』

一

九

六

〇

年
､

三
一

-
三

五

頁
｡

の

ち
､

同

『

辛
亥
革
命
史
研

究
』

未
来

社
､

一

九

七

九

年
､

に
一

部
収

録
｡

(

9
)

『

光
緒

朝
東
筆
録
』

光
祐
二

一

年
間
五

月
二

七
日

｡

(

1 0
)

王

鵬

雲

｢

奏
典

淋
菌
務

疏
+

陳
息

俸
『

皇
朝

経
世

文
三

編
』

巻

二

十

九
､

戸
政

七
､

二

b
｡

(

1 1
)

『

愚
賓
存

薬
』

巷

二

奏
疏

､

三

-
十

丁
｡

十

四

-
十
五

丁
｡

盛

宜

懐
(

一

八

四

四

1
一

九

〓
ハ

)

は

江

蘇
省

武

進

県

出

身
｡

号
は

愚

棄
｡

『

皇

朝

経
世

文

続

編
』

の

編

者

盛

廉
の

長
子

｡

一

八
七

〇

年
､

回

民

反

乱

鎮
圧

時

に

李
鴻

革
の

幕
下

に

入

り
､

そ

の

後

多
く
の

洋
務

企

業
の

経
営
に

携
わ

る
｡

日

清

戦

争
後
の

李
の

後
退

以

降
､

潮
広
稔

督

張
之

洞
と

の

結
び

つ

き

を

強

め
､

実

業
や

外

交
面
で

活

躍

す
る

｡

(

1 2
)

中

国
に

国
立

銀

行

を

設

立

す

る

提

案
は

､

鄭

観

応

『

盛

世

危

言
』

の

｢

銀

行
+

篇
に

イ
ン

グ

ラ

ン

ド

銀
行
の

例
を

紹

介
し

っ

つ

な

さ

れ
て

い

る

が
､

こ

こ

で

盛

宜

懐
が

問
題
と

し

て

い

る

提

案
ほ

､

同

じ

く
一

八

九
六

年
に

容

閑
が

､

ア

メ

リ

ヵ

の

■
冒

r

t
i

｡

邑

汐
n

E
n
粥

A
O
t

に

依

拠
し

た

｢

請
創

耕
銀

行

章

程
+

｢

凍
擬
銀
行

僚

陳
+

で

あ

る

と

考
え

ら
れ

を
｡

こ

の

実
は

戸
部
の

賛
成
を

得

た
が

､

上

奏
直

前

に

盛

宝

懐
に

よ

っ

て

挫
折
せ

し

め

ら

れ
た

｡

(

13
)

厳
倍

厚
は

字
彼
筋

､

漸

江

省
慈

蘇
県

出
身

｡

李
鴻

革
の

幕

下
に

あ
っ

て
､

武

器
､

軍

塩
の

調

達
を

行

な
っ

た
｡

そ
の

後
､

紡

織

そ

の

他
の

企

業

経

営
を

広
く
手

が

け
､

上

海
商
業
公

会
の

初
代

稔
理

と

な

る

(

桃

文

析

等
纂
『

上

海

燐
親
志
』

民

国
七

年
､

巷
二

十
一

､

港
寓

､

十

四
b

-
十
五

a

､

他

参
周
)

｡

(

1 4
)

『

大

清
徳
宗

景
皇

帝

実
録
』

巻
三

九

六
､

九
b

-
十
a

｡

(

15
)

同

前
､

巻
三

九

七
､

二

a

｡

(

1 6
)

『

愚

斎
存
薬
』.
巷
八

九
､

二

五

-
二

九

丁
｡

な

お
､

王

文

彩
は

直
隷

給
督
兼
耕
理

通

商
事
務

北

洋
大

臣
､

張
之

洞
ほ

潮
広
捻
督
を

務

め
る

｡

(

1 7
)

『

愚

奔
存

蕪
』

巻
二

五
､

十
三
a

｡

(

1 8
)

同

前
､

巻
二

五
､

五

b
｡

(

1 9
)

同

前
､

巻
二

五
､

二

三

b
｡

(

2 0
)

同

前
､

巻
二

五
､

二

四
a

｡

(

2 1
)

C
･

号
F

ロ

S
t

巴
-

訂
¥

卜

已
b

n

S
逮
叫

勺
訂
串

莞
宍

祖
宗

内
患

岳
達
叫

･

ぺ

§
恥

已

串
苫

一
途

達
b

宗
旨
ご

C
p

m
オ

弓
i

倉
e

.

呂

琵
S

･

､

忘
か

ー

ほ

寧

卓β3



一 橋 論叢 第八 十 四 巷 第 四号 ( 4 8 )

渡

そ

の

他
の

海
関
銀

号
の

経

営

者

胡

光

堵

(

一

八
二

五

-
八
五
)

の

伝
記
で
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